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○ 環 境 省 令 第 二 十 二 号 
鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 二 条 第 四 項

、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 四 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 管

理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成 二 十 九 年 九 月 一 日 

環 境 大 臣 中 川 雅 治 

鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 環 境 省 令 第 二 十 八 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ
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を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。 

改       正       後 改       正        前 

（ 販 売 禁 止 鳥 獣 等 ）  

第 二 十 二 条 法 第 二 十 三 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 又 は 鳥 類

の 卵 は 、 ヤ マ ド リ （ ス ィ ル マ テ ィ ク ス ・ ソ エ ン メ ル リ ン ギ ィ ） 及

び オ オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ ） 並 び に そ

れ ら の 卵 と す る 。 

２ （ 略 ）  

 

（ 販 売 の 目 的 ）  

第 二 十 三 条 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 目 的 は 、 次 に

掲 げ る と お り と す る 。 た だ し 、 オ オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ

リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ ） に あ っ て は 、 第 一 号 イ 及 び ハ 並 び に 第 二 号 イ

及 び ト に 掲 げ る も の に 限 る 。 

一 販 売 し よ う と す る 鳥 獣 が 人 工 増 殖 し た 鳥 獣 で な い 場 合 

イ 博 物 館 、 動 物 園 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設 に お け る 展 示  

ロ （ 略 ） 

ハ （ 略 ） 

二 販 売 し よ う と す る 鳥 獣 が 人 工 増 殖 し た 鳥 獣 で あ る 場 合 

（ 販 売 禁 止 鳥 獣 等 ）  

第 二 十 二 条 法 第 二 十 三 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 又 は 鳥 類

の 卵 は 、 ヤ マ ド リ （ ス ィ ル マ テ ィ ク ス ・ ソ エ ン メ ル リ ン ギ ィ ） 及

び そ の 卵 と す る 。  

 

２ （ 略 ）  

 

（ 販 売 の 目 的 ）  

第 二 十 三 条 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 目 的 は 、 次 に

掲 げ る と お り と す る 。 

 

 

一 販 売 し よ う と す る 鳥 獣 が 人 工 増 殖 し た 鳥 獣 で な い 場 合 

（ 新 設 ） 

イ （ 略 ）  

ロ （ 略 ） 

二 販 売 し よ う と す る 鳥 獣 が 人 工 増 殖 し た 鳥 獣 で あ る 場 合 
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イ 博 物 館 、 動 物 園 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設 に お け る 展 示 

ロ ～ ト （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

イ ～ ヘ （ 略 ） 

 

（ 輸 入 の 場 合 に 輸 出 国 の 政 府 機 関 等 の 発 行 す る 証 明 書 を 添 付 す べ

き 鳥 獣 等 ）  

第 二 十 七 条 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 、 鳥 獣 

の 加 工 品 及 び 鳥 類 の 卵 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 鳥 獣 次 の 表 に 掲 げ る 鳥 獣 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） ・ （ 二 ） （ 略 ） 
  （ 三 ） た か 目 

た か 科 オ オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ

） 

（ 四 ） （ 略 ） 

（ 略 ） 
 二 ・ 三 （ 略 ） 
 

（ 証 明 制 度 を 有 し な い 国 又 は 地 域 と し て 環 境 大 臣 が 定 め る も の ） 

第 二 十 九 条 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 環 境 大 臣 が 定 め る 国 又 は 地 域 

は 、 次 に 掲 げ る 国 又 は 地 域 以 外 の 国 又 は 地 域 と す る 。 た だ し 、 オ

（ 輸 入 の 場 合 に 輸 出 国 の 政 府 機 関 等 の 発 行 す る 証 明 書 を 添 付 す べ

き 鳥 獣 等 ）  

第 二 十 七 条 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 、 鳥 獣 

の 加 工 品 及 び 鳥 類 の 卵 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 鳥 獣 次 の 表 に 掲 げ る 鳥 獣 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） ・ （ 二 ） （ 略 ） 
  （ 新 設 ） 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 

（ 三 ） （ 略 ） 

（ 略 ） 
 二 ・ 三 （ 略 ） 
 

（ 証 明 制 度 を 有 し な い 国 又 は 地 域 と し て 環 境 大 臣 が 定 め る も の ） 

第 二 十 九 条 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 環 境 大 臣 が 定 め る 国 又 は 地 域 

は 、 次 に 掲 げ る 国 又 は 地 域 以 外 の 国 又 は 地 域 と す る 。 
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オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ ） に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。 

一 ～ 十 六 （ 略 ） 

 

（ 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 ） 

第 二 十 九 条 の 二 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 は 、

次 の 表 に 掲 げ る 鳥 獣 （ 生 き て い る も の に 限 る 。 ） と す る 。 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） （ 略 ） 
  （ 二 ） た か 目 

た か 科 オ オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ

） 

（ 三 ） （ 略 ） 

（ 略 ） 
 

別 表 第 一 希 少 鳥 獣 （ 第 一 条 の 二 関 係 ） 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） ～ （ 一 〇 ） （ 略 ） 
  （ 一 一 ） た か 目 

 

 

一 ～ 十 六 （ 略 ） 
 

（ 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 ） 

第 二 十 九 条 の 二 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 鳥 獣 は 、

次 の 表 に 掲 げ る 鳥 獣 （ 生 き て い る も の に 限 る 。 ） と す る 。 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） （ 略 ） 
  （ 新 設 ） 

（ 新 設 ） （ 新 設 ） 

（ 二 ） （ 略 ） 

（ 略 ） 
 

別 表 第 一 希 少 鳥 獣 （ 第 一 条 の 二 関 係 ） 

科 名 種 名 

動 物 界 
 一 鳥 綱 
  （ 一 ） ～ （ 一 〇 ） （ 略 ） 
  （ 一 一 ） た か 目 
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附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 七 条 、 第 二 十 九 条 及 び 第 二 十 九

た か 科 オ ジ ロ ワ シ （ ハ リ ア エ エ ト ゥ ス ・ ア ル ビ キ ル ラ ・ ア

ル ビ キ ル ラ ） 

オ オ ワ シ （ ハ リ ア エ エ ト ゥ ス ・ ペ ラ ギ ク ス ） 

カ ン ム リ ワ シ （ ス ピ ロ ル ニ ス ・ ケ エ ラ ・ ペ ル プ レ ク

ス ス ） 
チ ュ ウ ヒ （ キ ル ク ス ・ ス ピ ロ ノ ト ゥ ス ・ ス ピ ロ ノ ト

ゥ ス ） 

リ ュ ウ キ ュ ウ ツ ミ （ ア キ ピ テ ル ・ グ ラ リ ス ・ イ ワ サ

キ イ ） 

（ 削 る ） 
 

サ シ バ （ ブ タ ス ト ゥ ル ・ イ ン デ ィ ク ス ） 

オ ガ サ ワ ラ ノ ス リ （ ブ テ オ ・ ブ テ オ ・ ト ヨ シ マ イ ） 

イ ヌ ワ シ （ ア ク イ ラ ・ ク リ ュ サ エ ト ス ・ ヤ ポ ニ カ ） 

ク マ タ カ （ ニ サ エ ト ゥ ス ・ ニ パ レ ン ス ィ ス ・ オ リ エ

ン タ リ ス ） 

（ 略 ） 
 

た か 科 オ ジ ロ ワ シ （ ハ リ ア エ エ ト ゥ ス ・ ア ル ビ キ ル ラ ・ ア

ル ビ キ ル ラ ） 

オ オ ワ シ （ ハ リ ア エ エ ト ゥ ス ・ ペ ラ ギ ク ス ） 

カ ン ム リ ワ シ （ ス ピ ロ ル ニ ス ・ ケ エ ラ ・ ペ ル プ レ ク

ス ス ） 

チ ュ ウ ヒ （ キ ル ク ス ・ ス ピ ロ ノ ト ゥ ス ・ ス ピ ロ ノ ト

ゥ ス ） 

リ ュ ウ キ ュ ウ ツ ミ （ ア キ ピ テ ル ・ グ ラ リ ス ・ イ ワ サ

キ イ ） 

オ オ タ カ （ ア キ ピ テ ル ・ ゲ ン テ ィ リ ス ・ フ ジ ヤ マ エ

） 

サ シ バ （ ブ タ ス ト ゥ ル ・ イ ン デ ィ ク ス ） 

オ ガ サ ワ ラ ノ ス リ （ ブ テ オ ・ ブ テ オ ・ ト ヨ シ マ イ ） 

イ ヌ ワ シ （ ア ク イ ラ ・ ク リ ュ サ エ ト ス ・ ヤ ポ ニ カ ） 

ク マ タ カ （ ニ サ エ ト ゥ ス ・ ニ パ レ ン ス ィ ス ・ オ リ エ

ン タ リ ス ） 

（ 略 ） 
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条 の 二 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 九 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 


